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TOPIC

02
令
和
２
年
４
月
か
ら
制
度
を
創
設

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等

に
関
す
る
条
例
を
制
定

 

内
容

　
地
方
公
務
員
法
お
よ
び
地
方
自
治
法

の
一
部
改
正
に
よ
り
、
令
和
２
年
４
月

か
ら
の
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
創

設
に
伴
い
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給

与
等
を
定
め
る
た
め
、
新
た
に
条
例
を

制
定
す
る
。

 

質
疑

■問 

非
常
勤
職
員
が
増
加
し
て
い
る
よ

う
に
思
う
が
、
行
政
経
営
改
革
大
綱
の

定
員
適
正
化
と
の
関
連
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
。

■答 

行
政
経
営
改
革
大
綱
の
中
で
は
、

常
勤
職
員
の
数
を
少
し
ず
つ
減
少
さ
せ

る
と
計
画
し
て
お
り
、
非
常
勤
職
員
に

つ
い
て
も
、平
成
27
年
度
が
６
０
４
人
、

平
成
30
年
度
が
５
０
３
人
と
１
０
０
人

程
度
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
、
次
年
度

か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
、
勤

　宮下幸一郎議員は、所有するクレーン付き
トラック及び軽貨物車の車検及び自賠責保険
が切れていたことを認知していたにもかかわ
らず複数回にわたり公道を運転した。　 
　これにより、道路運送車両法違反(無車検)・
自動車損害賠償保障法違反(無保険)により、天
草簡易裁判所において35万円の罰金に処する
命令があり、平成31年１月24日に確定した。
　上記、道路運送車両法違反（無車検）は、重
大な法令違反であることは言うまでもないが、
それに重ねクレーン付きトラックについては、
20年もの間、無車検を続けており、その間、
本来納付すべき自動車重量税を納付していな
い。本税の一部は、本市の貴重な財源となる
ものである。
　また、自動車損害賠償保障法違反は、無保
険の状態で公道を運転しており、事故を起こ
した場合、相手方損害を補償できない可能性

　第３回定例会において、議員提出議案として、宮下幸一郎議員に対する辞職勧告決議が提出され、
全会一致で可決し、宮下議員へ決議文の送付を行いました。　
　決議文の内容は以下のとおりです。

令和元年 第３回定例会こんなことを話し合い決めましたTOPICS

次
年
度
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
を
創
設
し
、
こ
れ
ま
で
の

非
常
勤
職
員
の
雇
用
・
給
与
形
態
を
変
更

務
時
間
を
29
時
間
以
内
と
し
て
い
た
も

の
を
、
30
時
間
、
ま
た
は
31
時
間
の
運

用
を
す
る
と
と
も
に
、Ｒ
Ｐ
Ａ（※

１
）、

Ａ
Ｉ（※

２
）を
活
用
し
な
が
ら
、業
務
の

効
率
化
を
図
り
、さ
ら
な
る
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

■問 

同
一
人
物
の
２
回
目
の
再
度
の
任

用
後
の
取
り
扱
い
は
ど
う
な
る
の
か
。

■答 

２
回
の
再
度
の
任
用
を
行
っ
た
後

の
人
事
評
価
で
の
再
度
の
任
用
は
で
き

な
い
た
め
、
新
た
に
公
募
に
よ
っ
て
合

格
し
、
任
用
さ
れ
た
場
合
は
、
同
一
人

物
の
任
用
は
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

３
年
ご
と
に
公
募
し
、
合
格
す
れ
ば
、

任
用
の
回
数
の
制
限
は
設
け
な
い
。

（※

１
）ロ
ボ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
ロ
セ
ス
・
オ
ー
ト

メ
ー
シ
ョ
ン
。
認
知
技
術
を
活
用
し
た
、
主
に

事
務
業
務
の
効
率
化
・
自
動
化
の
取
り
組
み
。

（※

２
）人
工
知
能
。
言
語
の
理
解
や
推
論
、
問

題
解
決
な
ど
の
知
的
行
動
を
人
間
に
代
わ
っ
て

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
行
わ
せ
る
技
術
。

TOPIC

03
令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
が

ス
タ
ー
ト

 

内
容

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
基
準
省
令
を
参
酌
し
、

条
例
を
改
正
す
る
。

　
本
年
10
月
か
ら
施
行
さ
れ
る「
幼
児

教
育
・
保
育
の
無
償
化
」に
よ
り
、
認

可
保
育
所
、
幼
稚
園
等
を
利
用
す
る
子

ど
も
の
う
ち
、
３
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の

す
べ
て
の
子
ど
も
、
ま
た
、
０
歳
か
ら

２
歳
ま
で
は
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

子
ど
も
の
利
用
料
が
無
償
化
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
や
認

可
外
保
育
施
設
を
利
用
す
る
子
ど
も
た

ち
も
要
件
を
満

た
す
と
、
利
用

料
が
無
償
化
と

な
る「
施
設
等

利
用
給
付
」が

新
し
く
創
設
さ

れ
る
。 対

象
と
な
る
子
ど
も
た
ち
の
保
育
所
・
幼
稚
園
等
の
利
用
料
が

無
償
化

 

質
疑

■問 

無
償
化
に
伴
う
令
和
２
年
度
以
降

の
財
源
は
ど
う
な
る
の
か
。

■答 

本
年
度
は
、
国
か
ら
の
臨
時
交
付

金
が
あ
る
が
、
令
和
２
年
度
か
ら
は
、

国
が
２
分
の
１
、
県
お
よ
び
市
で
４
分

の
１
ず
つ
の
負
担
に
な
る
見
込
み
で
あ

る
。

宮下幸一郎議員に対する辞職勧告決議を全会一致で可決

宮下幸一郎議員に対する辞職勧告決議

　
市
議
会
定
例
会
の
本
会
議
や
常
任
委

員
会
は
、
ど
な
た
で
も
傍
聴
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
直
接
議
場
へ
来
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
で
も
、
本
会
議
は
ケ
ー
ブ

ル
テ
レ
ビ
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
中
継
を

行
っ
て
い
ま
す
。

※

次
の
定
例
会
の
日
程
は
以
下
の
と
お

り
で
す
。

 

傍
聴
に
行
く
に
は

　
天
草
市
役
所
３
階
の
議
場
で
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

 

中
継
を
見
る
に
は

　
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
、
天
草
市
議
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
天
草
市
議
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中

継
へ
お
進
み
く
だ
さ
い
。

※

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
パ
ソ
コ
ン

の
ほ
か
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ

ッ
ト
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

天
草
市
議
会
を

傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か

令
和
元
年
12
月
定
例
会

　
　
　会
期
日
程（
予
定
）

期
　
日

会
　
議

程
日
事
議

12

㊋
日
３
月

議
会
本

会
開

明
説
の
由
理
案
提

12

㊎
日
６
月

議
会
本

疑
質

12

㊊
日
９
月

休　
会

会
員
委
活
生
民
市

会
員
委
済
経
設
建

12
月
10

㊋
日

休　
会

会
員
委
策
政
務
総

会
員
委
生
厚
育
教

12
月
11

㊌
日

休　
会

会
員
委
算
決
算
予

）
算
予
正
補
（

12
月
16

㊊
日

議
会
本

問
質
般
一

12
月
17

㊋
日

議
会
本

問
質
般
一

12
月
18

㊌
日

議
会
本

問
質
般
一

12
月
20

㊎
日

議
会
本

論
討・
告
報
長
員
委

会
閉・
決
採

が極めて大きく、一社会人としても許されぬ
行為である。　　　
　議員は市民の代表として高い倫理観と強い
責任感が求められているが、一連の事件によ
る議員としての道義的責任は重大である。
　議員、議会は行政が法令遵守のもと運営さ
れているかチェック機能を発揮することが重
要な役割である。地元駐在所や交通安全協会
から注意を受けていたにもかかわらず法令を
守らなかった。法令遵守を遂行できない者に
行政のチェック機能は果たせないと考える。
　よって宮下幸一郎議員に対して、社会的、
道義的責任と議会及び議員に対する市民の信
頼を著しく失墜させた責任として速やかに議
員辞職を求める。
　以上、決議する。
　令和元年９月20日

天草市議会


